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１． 区域区分（第７回）の見直しほか

　　堺市東区・堺市美原区・松原市・河内長野市・

　　河南町・泉佐野市

２． 用途・特別用途・防火・高度・地区計画ほかの変更（決定）

　　堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市美原区・堺市西区・堺市南区・

　　堺市北区・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・

　　河内長野市・太子町・河南町・泉大津市・岸和田市・貝塚市・

　　熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市

３． 準防火地域の指定拡大！

　　富田林市～市街地広範に指定

４． 長期未着手の都市計画道路の廃止・継続！

　　廃止された区域では、都市計画法第５３条による建築許可が不要です

５． 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録の取り組み！

　　—高度地区の新たな指定—

　　堺市・藤井寺市・羽曳野市～古墳群周辺

　　　　１）景観法に基づく制限

　　　　２）都市計画法～景観地区、高度地区の指定

　　　　　　　※高度地区（第４～６種）


